
ＮＰＯを対象とした市町村の補助事業等の概要をまとめました。

ぜひご活用ください。

（令和元年度版）

市町村名 事 業 名 ページ数

安芸市 安芸市空き店舗対策支援事業費補助金 １

南国市

商店街等活性化事業 ２

中心市街地活性化事業 ３

新製品等研究開発事業 ４

地域特産品等開発事業 ５

専門家派遣事業 ６

物部川流域アクションプラン実現事業 ７

香南市
香南市集落活動センター推進事業費補助金 ８

香南市集落の活力づくり支援事業費補助金 ９

お問合せ先等について

この資料は、県内市町村が行っている事業のうち、ＮＰＯ等を対象とした事業について、県民

生活・男女共同参画課に情報提供されたものをまとめたものです。

事業の詳細については、各事業調書の下欄に記載していますお問合せ先へお願いします。

高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 安芸市空き店舗対策支援事業費補助金

事業種別 補助事業

事業の目的

安芸商工会議所と連携し、安芸市商店街連合会区域内の空き店舗等を活用

し、新たに事業を行う事業者又は事業拡大等を行う事業者に対し、店舗の賃

借料の一部を補助することにより、空き店舗の解消及び商店街の活性化を図

る。

補助(委託等)

対象事業の

概要

安芸市商店街連合会区域内の市道に面する空き店舗を活用し、新たな事業

又は事業拡大を行う事業者に対して、店舗賃借料の一部を補助する。

補助(委託等)

対象事業者の

種類

小売業、飲食業、サービス業、コミュニティ施設を行うもので、昼間営業を主と

するもの

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

補助率：補助対象経費の２分の１

補助額：上限額 30 万円以内、１月当たりの限度額５万円、補助期間は

最長６ヶ月

申請手続き・

申請時期

随時受付

その他留意事

項

問い合わせ先

安芸市 商工観光水産課 商工観光係

電話 0887-35-1011 ＦＡＸ 0887-35-8113

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syokou@city.aki.lg.jp

ＨＰ http://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1334

mailto:syokou@city.aki.lg.jp
http://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1334
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 商店街等活性化事業

事業種別 補助事業

事業の目的

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び振興を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。

※南国市中小企業振興条例

補助(委託等)

対象事業の

概要

商店街の活性化を推進するために行う（１）イベント事業及び（２）調査・研修事

業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

中小企業者、協同組合等、市民活動団体（NPO）、商工会

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

（１）イベント事業

補助率：１／２以内、限度額：60万円

（２）調査・研修事業

補助率：１／２以内、限度額：60万円

対象経費：謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、消耗品費、

調査研究委託費

申請手続き・

申請時期

申請手続き：商工観光課

申請時期：事業の募集期間中で事業着手する前

その他留意事

項

問い合わせ先

南国市 商工観光課

電話 088-880-6560 ＦＡＸ 088-863-1167

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ n-shoukou@city.nankoku.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 中心市街地活性化事業

事業種別 補助事業

事業の目的

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び振興を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。

※南国市中小企業振興条例

補助(委託等)

対象事業の

概要

中心市街地の活性化と地域の賑わいの創出を図るための事業であり、指定

区域内において創業し、事前に商工会において事業計画等について指導を

受けるもの（中心市街地創業事業）

補助(委託等)

対象事業者の

種類

中小企業者、協同組合等、市民活動団体（NPO）

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

補助率：１／２以内、限度額：100万円

対象経費：店舗に係る賃借料、店舗改装費、別に定める設備に係る費用及び

広告宣伝費（店舗に係る賃借料については、１箇月当たり５万円で

６箇月分を限度とする）

申請手続き・

申請時期

申請手続き：商工観光課

申請時期：事業の募集期間中で事業着手する前

その他留意事

項

問い合わせ先

南国市 商工観光課

電話 088-880-6560 ＦＡＸ 088-863-1167

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ n-shoukou@city.nankoku.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 新製品等研究開発事業

事業種別 補助事業

事業の目的

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び振興を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。

※南国市中小企業振興条例

補助(委託等)

対象事業の

概要

高等教育機関、公設試験研究機関等と共同研究を行った新製品・新商品・新

技術の開発及び南国市内の他の中小企業者等と連携して新製品・新商品・

新技術を開発する事業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

中小企業者、協同組合等、市民活動団体（NPO）、商工会

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

改装費：補助率：１／２以内、限度額：100万円

対象経費：謝金、旅費、原材料費、機器装置の購入・改良又は借用に要する

経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費

申請手続き・

申請時期

申請手続き：商工観光課

申請時期：事業の募集期間中で事業着手する前

その他留意事

項

問い合わせ先

南国市 商工観光課

電話 088-880-6560 ＦＡＸ 088-863-1167

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ n-shoukou@city.nankoku.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 地域特産品等開発事業

事業種別 補助事業

事業の目的

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び振興を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。

※南国市中小企業振興条例

補助(委託等)

対象事業の

概要

南国市の地域資源を活用して特産品や観光資源の開発を行う事業及び開発

した商品の販路拡大に係る事業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

中小企業者、協同組合等、市民活動団体（NPO）、商工会

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

改装費：補助率：３／４以内

限度額：30万円

対象経費：謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、

試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費、デザイン外注

費、試作品開発委託費及び展示会等の出店料

申請手続き・

申請時期

申請手続き：商工観光課

申請時期：事業の募集期間中で事業着手する前

その他留意事

項

問い合わせ先

南国市 商工観光課

電話 088-880-6560 ＦＡＸ 088-863-1167

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ n-shoukou@city.nankoku.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 専門家派遣事業

事業種別 補助事業

事業の目的

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び振興を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。

※南国市中小企業振興条例

補助(委託等)

対象事業の

概要

種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等

に対して，それらの課題を分析し，事業計画策定等のサポートを行う専門家を

派遣する事業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

中小企業者、協同組合等、市民活動団体（NPO）、商工会

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

１回の派遣について上限１万円、一年度について20回までの派遣

対象経費：謝金、旅費

申請手続き・

申請時期

申請手続き：商工観光課

申請時期：事業の募集期間中で事業着手する前

その他留意事

項

問い合わせ先

南国市 商工観光課

電話 088-880-6560 ＦＡＸ 088-863-1167

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ n-shoukou@city.nankoku.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 物部川流域アクションプラン実現事業

事業種別 補助事業

事業の目的

中小企業等の自主的な努力を助長するため、必要な助成の措置を講ずること

によって、その育成及び振興を図り、もって市経済の発展に寄与することを目

的とする。

※南国市中小企業振興条例

補助(委託等)

対象事業の

概要

地域アクションプラン等高知県産業振興計画に位置付けられた取組を実現し

ようとする事業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

中小企業者、協同組合等、市民活動団体（NPO）、商工会

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

補助率：１／２以内

限度額：50万円

対象経費：謝金、旅費、原材料費、機械装置の改良または借用費、会場借上

料、会場設営費、広告宣伝費、消耗品費、試験分析外注費、技術

指導受入費、市場調査費及びデザイン外注費

申請手続き・

申請時期

申請手続き：商工観光課

申請時期：事業の募集期間中で事業着手する前

その他留意事

項

問い合わせ先

南国市 商工観光課

電話 088-880-6560 ＦＡＸ 088-863-1167

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ n-shoukou@city.nankoku.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 香南市集落活動センター推進事業費補助金

事業種別 補助事業

事業の目的

少子・高齢化による人口減少が進み、集落機能の低下や地域活動の担い手

不足等の課題を抱える本市の集落において、集落同士の連携等により、地域

の再生や自立の仕組みづくりを行う取り組みの促進を図り、もって中山間を支

える絆のネットワークを構築することを目的とする。

補助(委託等)

対象事業の

概要

集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

集落、地域団体、NPO法人等

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

■補助率…事業費の 100％以内

■補助限度額…1箇所あたり、当初 3年度内で 30,000 千円以内、

4 年度目以降は 1,000 千円以内

■対象経費

・ハード事業

拠点となる施設の整備や改修

機械設備や車両の購入等

・ソフト事業

集落活動センターで実施する事業に必要な経費（維持管理経費を除く。）

申請手続き・

申請時期

・事業開始年度の前年度…計画書づくり＋事業費の算出

・事業開始年度…基本は４月 1日以降に申請

・当初３年度内の補助は、３年間の事業費の総額と単年度ごとの詳細な事業

費を算出。４年度以降の補助金については、対象者の収支を見て判断。

その他留意事

項

・地域の最小規模はまちづくり協議会と想定。

・地区住民との同意形成が必須

問い合わせ先

香南市 地域支援課

電話 0887-56-8503 ＦＡＸ 0887-56-0576

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ chiiki@city.kochi-konan.lg.jp
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各市町村におけるＮＰＯが対象に含まれる市町村単独補助・委託事業情報

事業名 香南市集落の活力づくり支援事業費補助金

事業種別 補助事業

事業の目的

小規模な集落等の活力づくりを推進し、集落活動センターの取組へのステッ

プアップ等につなげていく事業に対して支援する。

補助(委託等)

対象事業の

概要

集落活動センターの経済活動、地域アクションプランの取組等の目標が明確

となった集落活動の新たな展開や事業拡大時等に必要なハード事業又はソフ

ト事業

補助(委託等)

対象事業者の

種類

集落、地域団体又は特定非営利活動法人等

補助率・補助

額・補助対象

経費

(委託金額・委

託料対象経費)

■補助率…10／10 以内

■補助限度額…1補助事業当たり 20,000,000 円(下限 1,002,000 円)

■対象経費

・ハード事業…特産品加工施設や食肉加工処理施設の整備、農家レストラン

の改修等に要する経費

・ソフト事業…特産品の開発や販売促進(テストマーケティングやパンフレット

作成など)等に要する経費

申請手続き・

申請時期

・事業開始年度の前年度…計画書づくり＋事業費の算出

・事業開始年度…基本は４月 1日以降に申請

その他留意事

項

・地域の最小規模はまちづくり協議会と想定。

・地区住民との同意形成が必須

・単年補助

問い合わせ先

香南市 地域支援課

電話 0887-56-8503 ＦＡＸ 0887-56-0576

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ chiiki@city.kochi-konan.lg.jp


